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2013 年 5 月 3 日新聞切り抜き情報（憲法の日の各社社説）

○毎日新聞 社説::::憲法と改憲手続き ９６条の改正に反対する2013年05月03日 02時30分

上映中の映画「リンカーン」は、米国史上最も偉大な大統領といわれるリンカーンが南北戦争のさなか、奴

隷解放をうたう憲法修正１３条の下院可決に文字通り政治生命を懸けた物語だ。彼の前に立ちはだかったのは、

可決に必要な「３分の２」以上の多数という壁だった。

反対する議員に会って「自らの心に問え」と迫るリンカーン。自由と平等、公正さへの揺るぎない信念と根

気強い説得で、憲法修正１３条の賛同者はついに３分の２を超える。憲法とは何か、憲法を変えるとはどうい

うことか。映画は１５０年前の米国を描きつつ、今の私たちにも多くのことを考えさせる。

◇「権力者をしばる鎖」

安倍晋三首相と自民党は、この夏にある参院選の公約に憲法９６条の改正を掲げるとしている。かつてない

改憲論議の高まりの中で迎えた、６６回目の憲法記念日である。

９６条は憲法改正の入り口、改憲の手続き条項だ。改憲は衆参各院の総議員の「３分の２」以上の賛成で発

議し、国民投票で過半数を得ることが必要と規定されている。この「３分の２」を「過半数」にして発議の条

件を緩和し、改憲しやすくするのが９６条改正案である。

憲法には、次に掲げるような基本理念が盛り込まれている。

「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これ

らの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託

されたものである」（９７条）

「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為

の全部又は一部は、その効力を有しない」（９８条１項）

その時の多数派が一時的な勢いで変えてはならない普遍の原理を定めたのが憲法なのであり、改憲には厳格

な要件が必要だ。ゆえに私たちは、９６条改正に反対する。

確かに、過半数で結論を出すのが民主主義の通常のルールである。しかし、憲法は基本的人権を保障し、そ

れに反する法律は認めないという「法の中の法」だ。その憲法からチェックを受けるべき一般の法律と憲法を

同列に扱うのは、本末転倒と言うべきだろう。

米独立宣言の起草者で大統領にもなったジェファーソンの言葉に「自由な政治は信頼ではなく警戒心によっ

て作られる。権力は憲法の鎖でしばっておこう」というのがある。健全な民主主義は、権力者が「多数の暴政」

（フランス人思想家トクビル）に陥りがちな危険を常に意識することで成り立つ。改憲にあたって、国論を分

裂させかねない「５１対４９」ではなく、あえて「３分の２」以上の多数が発議の条件となっている重みを、

改めてかみしめたい。

○朝日新聞 憲法を考える―変えていいこと、ならぬこと 2013 年 5 月 3 日（金）付社説

憲法には、決して変えてはならないことがある。 近代の歴史が築いた国民主権や基本的人権の

尊重、平和主義などがそうだ。時代の要請に合わせて改めてもいい条項はあるにせよ、こうした普

遍の原理は守り続けねばならない。 安倍首相が憲法改正を主張している。まずは９６条の改正手

続きを改め、個々の条項を変えやすくする。それを、夏の参院選の争点にするという。 だがその

結果、大切にすべきものが削られたり、ゆがめられたりするおそれはないのか。 いまを生きる私

たちだけでなく、子や孫の世代にもかかわる問題だ。

■権力を縛る最高法規

そもそも、憲法とは何か。 憲法学のイロハで言えば、権力に勝手なことをさせないよう縛りを

かける最高法規だ。この「立憲主義」こそ、近代憲法の本質である。 明治の伊藤博文は、天皇主
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権の大日本帝国憲法の制定にあたってでさえ、「憲法を設くる趣旨は第一、君権を制限し、第二、

臣民の権利を保全することにある」と喝破している。 こうした考え方は、もちろん今日（こんに

ち）にも引き継がれている。 憲法９９条にはこうある。「天皇又（また）は摂政及び国務大臣、

国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」。「国民」とは書かれ

ていないのだ。 立憲主義は、国王から市民が権利を勝ち取ってきた近代の西欧社会が築いた原理

だ。これを守るため、各国はさまざまなやり方で憲法改正に高いハードルを設けている。

米国では、両院の３分の２以上の賛成と４分の３以上の州議会の承認がいる。デンマークでは国

会の過半数の賛成だが、総選挙をはさんで２度の議決と国民投票の承認を求めている。 日本では、

両院の総議員の３分の２以上の賛成と、国民投票での過半数の承認が必要だ。 自民党などの改正

論は、この「３分の２」を「過半数」に引き下げようというものだ。

■歴史の教訓を刻む

だが、これでは一般の法改正とほぼ同じように発議でき、権力の歯止めの用をなさない。戦争放

棄をうたった９条改正以上に、憲法の根本的な性格を一変させるおそれがある。 私たちが、９６

条改正に反対するのはそのためである。 日本と同様、敗戦後に新しい憲法（基本法）をつくった

ドイツは、５９回の改正を重ねた。一方で、触れてはならないと憲法に明記されている条文がある。

「人間の尊厳の不可侵」や「すべての国家権力は国民に由来する」などの原則だ。 ナチスが合法

的に独裁権力を握り、侵略やユダヤ人虐殺につながったことへの反省からだ。

日本国憲法は、９７条で基本的人権を「永久の権利」と記している。これに国民主権と平和主義

を加えた「三つの原理」の根幹は、改正手続きによっても変えられないというのが学界の多数説だ。

かつての天皇制のもとで軍国主義が招いた惨禍の教訓が、その背景にある。 特に９条は、二度と

過ちを繰り返さないという国際社会への約束という性格もある。国民の多くは、それを大切なこと

だとして重んじてきた。 自民党が９６条改正の先に見すえるのは、９条だけではない。改憲草案

では、国民の権利への制約を強めかねない条項もある。立憲主義とは逆方向だ。

■政治の自己改革こそ

首相は「国民の手に憲法を取り戻す」という。改正のハードルが高すぎて、国民から投票の権利

を奪っているというのだ。 これは論理のすり替えだ。各国が高い壁を乗り越え、何度も憲法を改

めていることを見ても、それは明らかだろう。 改めるべき条項があれば、国民にその必要性を十

分説く。国会で議論を尽くし、党派を超えて大多数の合意を得る。 そうした努力もせぬまま、ル

ールを易（やす）きに変えるというのは責任の放棄ではないか。 憲法に指一本触れてはならない

というのではない。 例えば、国会の仕組みである。衆院と参院は同じような権限を持つ。このた

め多数派が異なる「ねじれ」となると、国政の停滞を招いてきた。 いずれ憲法の規定を改め、衆

参両院の役割分担を明確にするなどの手直しが必要になるかもしれない。 もっとも、いまの国会

の怠慢は度し難い。

ねじれによる政治の停滞を嘆くなら、なぜ衆参両院の議決が異なった時に話し合う両院協議会の

運用を見直さないのか。 最高裁に違憲状態とされた一票の格差問題では、司法が口出しするのは

おかしいといわんばかりの議論が横行している。これでは、憲法を語る資格などはない。 まずな

すべきは、そんな政治の自己改革にほかならない。

○東京新聞 【社説】【社説】【社説】【社説】 憲法を考える憲法を考える憲法を考える憲法を考える 歴史がつなぐ知恵の鎖歴史がつなぐ知恵の鎖歴史がつなぐ知恵の鎖歴史がつなぐ知恵の鎖 2013 年 5 月 3日

憲法改正を叫ぶ勢力の最大目的は、九条を変えることでしょう。国防軍創設の必要性がどこにあるのでしょ

うか。平和憲法を守る方が現実的です。

選挙で第一党になる、これは民主的な手法です。多数決で法律をつくる、これも民主的です。権力が憲法の

制約から自由になる法律をつくったら…。

ワイマール憲法当時のドイツで実際に起きたことです。国民主権を採用し、民主主義的な制度を広範に導入

した近代憲法でした。ヒトラーは国民投票という手段も乱発して、反対勢力を壊滅させ、独裁者になりました。

憲法は破壊されたのです。
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◆熱狂を縛る立憲主義

日本国憲法の役目は、むろん「権力を縛る鎖」です。立憲主義と呼ばれます。大日本帝国憲法でも、伊藤博

文が「君権を制限し、臣民の権利を保障すること」と述べたことは有名です。

たとえ国民が選んだ国家権力であれ、その力を濫用する恐れがあるので、鎖で縛ってあるのです。また、日

本国民の過去の経験が、現在の国民をつなぎ留める“鎖”でもあるでしょう。

憲法学者の樋口陽一東大名誉教授は「確かに国民が自分で自分の手をあらかじめ縛っているのです。それが

今日の立憲主義の知恵なのです」と語ります。

人間とはある政治勢力の熱狂に浮かれたり、しらけた状態で世の中に流されたりします。そんな移ろいやす

さゆえに、過去の人々が憲法で、われわれの内なる愚かさを拘束しているのです。

民主主義は本来、多数者の意思も少数者の意思もくみ取る装置ですが、多数決を制すれば物事は決まります。

今日の人民は明日の人民を拘束できません。今日と明日の民意が異なったりするからです。それに対し、立憲

主義の原理は、正反対の働きをします。

◆９条改正の必要はない

「国民主権といえども、服さねばならない何かがある、それが憲法の中核です。例えば一三条の『個人の尊

重』などは人類普遍の原理です。近代デモクラシーでは、立憲主義を用い、単純多数決では変えられない約束

事をいくつも定めているのです」（樋口さん）

自民党の憲法改正草案は、専門家から「非立憲主義的だ」と批判が上がっています。国民の権利に後ろ向き

で、国民の義務が大幅に拡大しているからです。前文では抽象的な表現ながら、国を守ることを国民の義務と

し、九条で国防軍の保持を明記しています。

しかし、元防衛官僚の柳沢協二さんは「九条改正も集団的自衛権を認める必要性も、現在の日本には存在し

ません」と語ります。旧防衛庁の官房長や防衛研究所所長、内閣官房の副長官補として、安全保障を担当した

人です。

「情勢の変化といえば、北朝鮮のミサイルと中国の海洋進出でしょう。いずれも個別的自衛権の問題で、た

とえ尖閣諸島で摩擦が起きても、外交努力によって解決すべき事柄です。九条の改正は、中国や韓国はもちろ

ん、アジア諸国も希望していないのは明らかです。米国も波風立てないでほしいと思っているでしょう」

九条を変えないと国が守れないという現実自体がないのです。米国の最大の経済相手国は、中国です。日中

間の戦争など望むはずがありません。

「米国は武力が主な手段ではなくなっている時代だと認識しています。冷戦時代は『脅威と抑止』論でした

が、今は『共存』と『摩擦』がテーマの時代です。必要なのは勇ましい議論ではなく、むしろブレーキです」

柳沢さんは「防衛官僚のプライドとは、今の憲法の中で国を守ることだ」とも明言しました。

国防軍が実現したら、どんなことが起きるのでしょうか。樋口さんは「自衛隊は国外での戦闘行為は許され

ていませんが、その枠がはずれてしまう」と語ります。

「反戦的な言論や市民運動が自由に行われるのは、九条が歯止めになっているからです。国防軍ができれば、

その足を引っ張る言論は封殺されかねません。軍事的な価値を強調するように、学校教育も変えようとするで

しょう」

安倍晋三首相の祖父・岸信介氏は「日本国憲法こそ戦後の諸悪の根源」のごとく批判しました。でも、憲法

施行から六十六年も平和だった歴史は、「悪」でしょうか。改憲論は長く国民の意思によって阻まれてきたの

です。

◆“悪魔”を阻むハードル

首相は九六条の改憲規定に手を付けます。発議要件を議員の三分の二から過半数へ緩和する案です。しかし、

どの先進国でも単純多数決という“悪魔”を防ぐため、高い改憲ハードルを設けているのです。九六条がまず、

いけにえになれば、多数派は憲法の中核精神すら破壊しかねません。

○読売新聞 憲法記念日憲法記念日憲法記念日憲法記念日 改正論議の高まり生かしたい（改正論議の高まり生かしたい（改正論議の高まり生かしたい（改正論議の高まり生かしたい（5555月月月月3333日付・読売社説）日付・読売社説）日付・読売社説）日付・読売社説）
◆各党は参院選へ具体策を競え◆

安倍政権下の国会では憲法改正を巡る論議がいつになく活発だ。

夏の参院選の結果次第で、安倍首相が公約に掲げる憲法改正がいよいよ現実味を帯びてくるだろう。

きょうは、日本国憲法が施行されてから６７年目の憲法記念日。日本の内外情勢は激変したにもかかわら

ず、憲法はまだ一度も改正されていない。そんな憲法の在りようを考える機会としたい。

◆まずは発議要件緩和を◆

憲法改正論議の根底にあるのは安倍首相が指摘するように、「日本人は自身の手で憲法を作ったことがな
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い」という事実である。

戦前の大日本帝国憲法は天皇の定めた欽定きんてい憲法だ。現行憲法は占領下、連合国軍総司令部（ＧＨ

Ｑ）の草案を基に制定された。

国民自ら国の基本を論じ、時代に合うよう憲法を改正するという考え方は、至極もっともだ。読売新聞の

世論調査でも１９９３年以降、ほぼ一貫して憲法改正賛成派が反対派を上回っている。

憲法改正の核心は、やはり９条である。

第２項の「陸海空軍その他の戦力は保持しない」は、現実と乖離かいりしている。「自衛隊は軍隊ではない」

という虚構を解消するため、自衛隊を憲法に明確に位置付けるべきだ。

憲法の改正要件を定めた９６条も主要な論点に浮上してきた。

自民党だけでなく、日本維新の会やみんなの党も９６条の改正を公約している。参院選後の連携を図る動

きとしても注目される。この機を逃してはなるまい。

９６条は、憲法改正について衆参各院の総議員の「３分の２以上」の賛成で国会が発議し、国民投票で過

半数の賛成を得なければならないと定めている。

世界でも改正難度の高い硬性憲法と言えるだろう。ＧＨＱは、日本で民主主義が確立するには時間がかか

ると考えたようだ。

自民党の憲法改正草案は、９６条の「３分の２以上」という要件を「過半数」と改めている。

国会が改正案の発議をしやすくなるだけで、最終的にその是非を決めるのは国民投票であることに変わり

はない。

民主党は改正手続きよりも、どの条項を改めるかという内容の議論が先だと言う。だが、自民党などは既

に具体的な改正方針を国民に示している。民主党こそ憲法改正について論議を尽くし、党としての見解を明

らかにすべきだ。

◆必要な衆参の役割分担◆

衆院と参院の役割を見直すことも、喫緊の課題である。

衆参ねじれ国会の下で、「強すぎる参院」の存在がどれほど国政を停滞させてきたか、与野党とも痛感して

いるはずだ。

解決策の一つが、５９条２項の改正だ。参院が衆院と異なる議決をした法案は、再び衆院で「３分の２以

上」の多数で可決すれば成立する、という現行の規定を「過半数」に改めればよい。再議決による法案成立

が容易になり、衆院の優位性もより明確になる。

自民党の憲法改正草案がこれに言及していないのは疑問だ。

２０００年に参院議長の私的諮問機関が、衆院での再議決要件緩和のほか、参院の首相指名権の廃止など

憲法改正も伴う改革案をまとめた。

参院の権限を縮小し、政権から距離を置く。今でも十分、検討に値する。

「１票の格差」是正のための選挙制度改革も、衆参の制度を同時に見直すべきだろう。

衆院と参院がどういう機能を分担すればよいか。望ましい政権を形成するためには、どう民意を集約する

か。そうした観点から選挙制度を検討する必要がある。

今年の憲法記念日は、先の衆院選での「１票の格差」を巡る訴訟で高裁による「違憲」判決が相次いだ直

後に迎えることになった。秋にも最高裁が判断を示す。

ここに至った以上、立法府として最低限、０増５減の区割り法案を成立させるのが筋である。

◆定数削減競争は避けよ◆

民主党など各党は国会議員も「身を切る改革」が必要だと主張し、定数削減を競っている。これは改革を

装ったポピュリズム（大衆迎合）と言うほかない。

日本は、人口当たりの国会議員数では国際比較でも決して多くはない。国会議員の人件費を減らしても財

政削減効果は限定的だ。かえって立法機能が低下しよう。身を切るなら、歳費や政党助成金をカットすれば

よいではないか。

憲法に関しては、緊急事態対処や環境権などを規定すべきだとの主張もある。重要な視点だ。

参院選に向け、各党とも積極的に論戦を展開してもらいたい。（2013年5月3日01時05分 読売新聞）

○日経新聞 改憲論議で忘れてはならないもの 2013/5/3 付

日本国憲法が施行されて３日で66年を迎えた。今年は７月の参院選の争点に憲法改正が浮上している。自民

党が中心になって改憲の発議要件を緩和する96条改正を突破口にしようと旗を振り、民主党などがこれに対峙

するかたちで反対論を展開している。 入り口として96条改正を打ち出すのは、改憲へのハードルを下げるね

らいからだが、その先の具体的な改憲の道筋を明らかにし、どんな国にするのかの国家像の議論が必要なのは

言うまでもない。
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96条改正の先の明示を

忘れてならないのは、改憲手続きをへて条文を改める明文改憲だけでなく、その前の段階で、国家がきちん

と機能するよう法改正により対応が可能な立法改革もしっかり進めることだ。 焦点となっている96条の改正

条項の改正は、各院の総議員の３分の２以上の賛成による発議を２分の１以上にしようとするものだ。

日本維新の会も賛成で、連立与党の公明党は慎重な態度をとっている。改憲は安倍晋三首相の最大の政治目

標であり、参院選後をにらみ、維新やみんなの党を引き寄せる思惑がある。96条改正への賛成論を抱える民主

党内の分断策にもなっている。 こうした政治の駆け引きとは別に、96条改正によって改憲しやすくしたあと

に、何をテーマにどんな段取りで進めていくのかを示さなければならない。

自民党は憲法改正草案をまとめ、具体的なメニューを提示しているとはいえ、焦点の９条についてどんな手

順を想定しているのかがはっきり見えない。入り口が96条で出口が９条なら、もっと堂々と改憲論議を挑むべ

きだろう。 維新やみんなが主張している地方分権の推進や統治機構の変革のために道州制や首相公選制、一

院制を導入しようとすれば、それは国のかたちの議論に発展する。その先の日本の見取り図を示し、全体像を

明らかにしたうえでの改憲論議でなければなるまい。

民主党は2005年にまとめた改憲の方向性を示す「憲法提言」を踏まえ、条文のかたちで改憲案を示す必要が

ある。単なる政治的なぶつかり合いに終わらせず、憲法論議を深めるためにも民主党の早急な意見集約が求め

られる。 かりに改正条項の改正を発議しようとしても、国民投票法で定めた投票年齢の18歳への引き下げに

伴う公職選挙法との調整など、国民投票の実施に向けた手続きを整えるには、なお時間がかかる。

民主党が同調せず公明党抜きなら、こんどの参院選後に改憲勢力が３分の２をしめるのは、そう簡単ではな

いという現実もある。 明文改憲だけで国家がうまく回るわけではない。制度の運用で大事なのは立法改革で

ある。

日本周辺を見回した場合、とくに北朝鮮の出方など、急いで対応を検討しておいた方がいいものがある。行

使を禁じていると解釈している集団的自衛権がそうだ。 すでに自民党がまとめている国家安全保障基本法で

集団的自衛権の一部行使を可能にするのは現実的な対応だ。９条改正までの時間的な余裕がないとすれば、同

法の早期成立が望まれる。

もうひとつは「決められない政治」の原因となってきた衆参ねじれの解消策だ。

立法改革も同時並行で

衆参両院の議決が異なった場合の衆院の再議決の要件を３分の２以上から緩和するよう憲法の規定を改め

るべきだが、それが既成政党から出てこないのなら、まず立法措置で対応する方法がある。 国会法では、衆

参両院の議決が異なったとき、両院の代表者各10人からなる両院協議会で協議し、３分の２の賛成で議決する

ことになっている。これを２分の１に改め、同時に議席数に応じて各党の代表者を出すようにすれば、機能不

全の両院協議会が動くようになるはずだ。 そのうえで、確認したいのが憲法とは何かという基本的なとらえ

方だ。日本維新の会の橋下徹共同代表（大阪市長）が「憲法は特定の価値を国民に押しつけるものではない。

国家権力をしばる法規範だ」というのは、その通りだ。

教科書をみても「近代立憲主義憲法は、個人の権利・自由を確保するために国家権力を制限することを目的

とする」（芦部信喜著『憲法』）とある。家族のあり方を規定しようとしたりするのは近代憲法とはちょっと違

った発想だ。 憲法のそもそも論をいま一度確認し、立法改革と明文改憲による道筋を示して、新しい日本に

つなげていくことが改憲論議の基本でなければならない。

○産経新聞 主張 統治機構と憲法 間接選挙で参院再⽣を 「地域主権」は国の統⼀そぐ
2013.5.3 03:10

憲法施行６６年を迎えた。ようやく日本人自らの手で憲法を改正できる状況がみえてきた。 自民党や日本

維新の会などが、改憲の発議要件を衆参両院の「３分の２以上」から「過半数」に緩和する憲法９６条改正を

打ち出し、今夏の参院選の主要な争点になるからだ。 改憲が現実の政治日程にのぼり、国民投票が行われる。

そのとき、羅針盤になるのが現行憲法の問題点を摘出し、新たな国家像として「独立自存の道義国家」を打ち

出した本紙の「国民の憲法」要綱である。

≪知事による推薦も検討≫



6

要綱は、国会や内閣など国家の統治機構に対しても抜本的な見直しを提起した。 とりわけ衆参両院のねじ

れ現象の下で重要法案の成立が阻まれるなどの「決められない政治」を打破することを主眼に二院制のあり方

にメスを入れたのが特徴だ。 具体的には第６０条で「参議院は、直接選挙および間接選挙によって選出され

る議員で組織する」と、参院に間接選挙を導入することを明示した。

間接選挙とは、有権者が議員を直接、選ぶのではなく、まず選挙人を選び、選挙人が議員を選挙する仕組み

だ。 参院創設時にも間接選挙や衆院や地方議会が参院議員を選ぶ「複選制」、職能団体による「推薦制」な

どが検討されたが「公選」や「平等」などに反する疑いがあるとして採用されなかった。 参院は結局、「両

議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」という現行憲法４３条が立ちはだかった結果、

「良識の府」とされた独自色は失われ、党派がはびこり、衆院の「カーボンコピー」と揶揄（やゆ）される存

在になってしまった。 間接選挙は、ここに大きな風穴をあける。中長期的な政策判断ができ、専門的分野に

詳しい人材を参院に集めることができる。間接選挙制をとるドイツの連邦参議院は各州政府の代表者で構成さ

れる。代表者とは州議会から選ばれた州の首相や閣僚だ。

今回、国民の憲法起草委員会からは、知事が間接選挙の候補者を推薦する案や、地方議員らが投票で選出す

るなどの考えが示された。英知を集めた制度を構築していきたい。直接選挙も、各県から２人ずつ選ぶなどの

案が出た。衆参ともに選挙区と比例代表という似通った仕組みを変えなければならない。 参院の独自性も明

確にした。行政監視院の設置や国会同意人事を参院で先に審議するなどだ。 一方で衆院の優越も強めた。衆

院可決後、参院で否決された法案を衆院で再議決する際のハードルを、現行の３分の２から過半数に下げた。

「決める政治」の確立に役立つ。

≪政策本位の会期原則に≫

国会改革では、会期をめぐるルールを転換させた。衆院議員の任期を「立法期」とし、「立法期中に議決に

至らなかった案件は、次の立法期に継続しない」（第６５条）ことを打ち出した。 国会法には「会期不継続

の原則」があり、重要法案を廃案に追い込みたい野党は国会ごとに引き延ばし戦術を展開する。政策本位とは

かけ離れた政治の機能不全を断ち切ることにした。

地方自治では、地方自治体に対して「国の統一性の保持に努め、国と協力しなければならない」（第１０７

条）ことを求めた。地方に主権の一部を与えれば国家の統一性は失われる。民主党などが使い出した「地域主

権」という考え方を否定した。与野党が推進しようとしている道州制については、市町村を基礎としたうえで

「これを包摂する広域地方自治体」（第１０６条）を認めることで対処することにした。

最高裁判事を罷免するかどうかを示す国民審査制度は形骸化しているため廃止する。それに伴い、現実離れ

した司法判断や検察の暴走などの事態を防ぐため、国民の司法参画の機会を保障する規定を置いた（第５２条）。

「軍」を保持することに伴う軍事裁判所の設置（第９０条）は、文民統制の確保や軍の規律維持、軍事機密の

保護などが目的だ。 現行憲法は特別裁判所を認めておらず、自衛官は一般の裁判所で裁かれる。軍人を律す

る軍刑法も課題だ。いびつな国のかたちの解消は急務である。

○しんぶん赤旗 主張 憲法記念日 ９６条も、９条も、改悪許さない 2013年 5月 3日(金)

安倍晋三政権のもと、憲法改悪の動きが急速に強まるなかで、１９４７年の施行から６６年目の憲法記念日

を迎えました。安倍政権は７月に予定される参院選で憲法改定を争点に持ち出し、まず改憲の発議を国会議員

の３分の２以上の賛成としている９６条の改定を手始めに、自衛隊を「国防軍」に変える９条改定などを強行

しようとしています。９６条改定の先行は、時の政権の都合だけで憲法を改定しようという、立憲主義を覆す、

言語道断な暴挙です。９６条改定も、憲法の平和原則を否定する９条改定も、許すわけにはいきません。

奴隷解放も３分の２以上

最近話題になった、アカデミー賞受賞の映画｢ リンカーン｣ をご覧になりましたか。リンカーン米大統領が

１９世紀半ば奴隷解放を実現するため、南北戦争のさなかに憲法改正を実現する話です。権謀術策のすさまじ

さは映画に譲って、注目したいのは、奴隷解放のための憲法修正１３条も、議会の３分の２以上の賛成と４分

の３の州議会での承認で成立した事実です。

安倍首相は、憲法を改定するには衆参両院の「３分の２以上」の賛成で発議しなければならないというのは

世界でも異常であるかのようにいって、発議要件の緩和を先行させようとしています。しかし、「リンカーン」

に見るまでもなく、憲法改定にきびしい条件を設けているのは世界での常識です。それはなにより、権力の活
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動を縛る憲法は、時の政権の都合で簡単に改正されてはならないからであり、憲法は国の法律のなかで最高の

法規だからです。

安倍政権は６年前の第１次政権時代、国会が発議した改憲案を国民投票で決める際の手続きを定めた国民投

票法を成立させました。それに続いて今回、改憲の発議要件の緩和を持ち出しているのです。安倍政権の改憲

に対する並々ならない執念と、まず手続きからはいる手口は明らかです。

自民党はすでに昨年、「日本国憲法改正草案」を発表しています。天皇を「元首」とし、自衛隊は「国防軍」

とし、個別的であれ集団的であれ、「自衛権の発動を妨げるものではない」とするなど、とんでもない内容で

す。ところが安倍首相は、こうした改憲の中身は隠して“世界で異常”など偽りの口実で、まず改憲の発議要

件を緩和しようというのです。まさにそのやり方そのものが立憲主義を覆し、国民の意思を踏みにじるものと

いうほかありません。

自民党の改憲案は、９６条の発議要件を緩和するだけでなく、基本的人権は「永久の権利」と定めた９７条

は削除し、公務員に憲法の尊重擁護義務を定めた９９条は「すべて国民は、この憲法を尊重しなければならな

い」と変えようとしています。憲法に名を借りて、権力ではなく国民を縛ろうとしているのは明らかではない

でしょうか。

改憲への立場こえて批判

改憲の本音をひとまず隠し、まず発議要件から変えようというやり方に、憲法に対する立場は違っても、強

い反発の声が上がっています。安倍首相の思惑はそうやすやすと通るものではありません。だいたいまず９６

条からというのも、９条などの改憲には、国民の間に強い反対があるからです。

９６条も９条も改憲を許さない―その声をさらに広げ、憲法を守り生かそうではありませんか。


